
 

 

 

 

 

 

 

 

第三次館山市行財政改革方針  
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平成３０年４月  

館山市  

 



『第三次館山市行財政改革方針』の実行に向けて  

 

 

 

 

 

館山市長  

金丸  謙一  

 

 館山市では、平成２７年度に『第４次館山市総合計画』を策定し、「笑顔あ

ふれる  自然豊かな“あったか  ふるさと”館山」を将来都市像とする、様々

な施策を展開しています。  

同計画では、その基本目標の一つを“市民と行政が協力し  ともに考え  と

もに築く  持続可能なまち”とし、中・長期的な財政予測と将来の人口規模

を見据えた行財政改革の推進により、財政の安定と健全化に努めることとし

ています。  

現在、館山市を取り巻く社会情勢は大変厳しい状況にあります。進行する

少子高齢化・人口減少により、税収は年々減少する一方で、社会保障関連経

費は増加し、老朽化した公共施設への対策も行わなければなりません。  

また、近年では、地震や台風等による被害が発生し、自然災害への財政的

な備えも必要となっています。  

しかし、こうした危機や課題への対応は、より効率的な行財政運営を実行

する「チャンス」であると捉え、市民の皆様が将来にわたって安心して生活

することができる館山市を実現するべく『第３次館山市行財政改革方針』に

掲げた取り組みを推進していきます。  

結びに、『第３次館山市行財政改革方針』策定にあたり、貴重なご意見、ご

提案をいただきました市民の皆様をはじめ、館山市行財政改革委員各位に厚

くお礼を申し上げますとともに、今後の行財政改革により一層のご理解とご

協力を賜りますよう、お願い申し上げます。  

 

平成３０年４月   
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第１章 これまでの行財政改革 
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 第１節  これまでの取組み                           

 本市では、平成８年に策定した館山市新行政改革大綱をはじめ、これまでも中・長

期的に行財政改革の取組を進めてきました。  

しかし、平成１５年以降、国と地方における三位一体改革の影響による地方交付税

の縮減、権限移譲に伴う事務量の増加などにより厳しい財政局面を迎え、平成１７年

には、外部有識者や市民意見を取り入れた行財政改革の取組みを推進するため「館山

市行財政改革委員会」を設置し『館山市行財政改革プラン』を策定し、職員数の大幅

な減少による人件費削減の実行や投資的経費の抑制、徴収率の向上対策、公有財産の

売却などの取組を行ってきました。  

一方、国と地方の三位一体改革が終了した平成１９年～平成２１年度決算において

は、財政調整基金が無くなり特定目的基金（庁舎建設基金）からの一時的な借入れを

行うなど非常に厳しい財政運営を迎えることとなり、平成２０年には、『館山市行財

政改革プラン』に掲げた取組みを継続的に実行し、“平成２５年度決算における財政

収支の均衡（注１）”を目標とする『第一次館山市行財政改革方針（Ｈ２０～２４）』を

策定しました。  

 その後、第一次方針に掲げた取組の実行に加え、国における政権交代や世界的な景

気悪化（リーマンショック）に対応するための各種経済対策交付金の拡充などにより、

平成２２年度から平成２５年度において財政状況は改善し、第一次方針に掲げた“財

政収支の均衡”を達成したところです。  

 しかし、この時期には、社会全般の人口減少・少子高齢化社会がクローズアップさ

れ、国では「社会保障と税の一体改革」が議論なされるとともに、東日本大震災に伴

う公共施設の耐震改修事業の増加など新たな財政需要が発生しており、このような状

況のなか、平成２５年３月には“財政収支の均衡を堅持する”ことを目標に掲げた『第

二次館山市行財政改革方針（Ｈ２５～２７）』を策定しました。  

更には、平成２４年１２月に発生した中央高速自動車道「笹子トンネル天井板落下

事故」を契機に、国や地方の公共施設の老朽化対策が社会問題化したため、平成２６

年に、国から地方公共団体に対し、今後の人口予測や財政状況を踏まえ中長期的な視

点を持った『公共施設等総合管理計画』の策定要請がなされました。  

これにより、次の行財政改革計画（第三次館山市行財政改革方針）は、この『公共

施設等総合管理計画』との整合性を図り、より実効性の高い計画とするため、平成  

２７年度に第二次方針の計画期間を平成２９年度まで２年間延長し、今年度まで第二

次方針に沿った取組みを行ってきました。  

 

 

 

 

（注１）『第一次館山市行財政改革方針』に掲げた目標である“平成２５年度決算における財政収

支の均衡”とは、「財政調整基金の取崩しを行わない財政運営」を指すもの。  
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　　【 図-１ 】　『市税』・『地方交付税』・『財政調整基金保有額』の推移
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【 図-２ 】　市債残高の推移

0

50

100

150

200

250

Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

見込

臨時財政対策債等 災害復旧債 普通債

単位（億円）

166.1166.7
171.2 167.7 171.4

164.4162.9

177.3
180.9 178.4

183.5
176.3

191.9
198.3

200.5

投資的経費の抑制（三位一体等の厳しい財政状況） 耐震改修事業の増（東日本大震災後）

3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２節  これまでの成果                            

 『第二次館山市行財政改革方針（Ｈ２５～２９）』に掲げた実施計画（合計６４件）

に関する、取組状況及びその成果（財政効果額）は、以下のとおりです。  

 ※  Ｈ２９決算が未定のため、Ｈ２５～２８決算に基づく４カ年の取組み結果となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　【 図-３ 】　経常収支比率の推移
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　　　【 表-２ 】　財政効果額について
単位（千円）

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ 合　計

歳入確保 393,636 236,046 325,544 372,588 - 1,327,814

歳出削減 52,517 55,142 84,569 256,706 - 448,934

合　計 446,153 291,188 410,113 629,294 1,776,748

　【 図-４ 】　取組み状況（Ｈ２５～２８）

○ 達成 ２９件（ 45％）

実施により、財政効果が

表れているもの

▲ 途中 ３０件（ 47％）

前進しているが、財政効果

が表れていない又は取組み
途中のもの

× 未達成 ５件（ 8％）

取組みに至っていない、財

政効果が出ていないもの

　　　　【 表-１ 】 歳入・歳出別の取組み内訳

達成

（○）

途中

（▲）

未達成

（×）

 歳入確保の取組み 15 4 1

 歳出削減の取組み 14 26 4

合　計 29 30 5
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第１項  歳入の確保に関する取組（第二次館山市行財政改革方針）        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位（千円）　

財　政

効果額

 ① より効率的・効果的な収納体制の整備推進 ○
 滞納整理基本方針の策定・実行及びマネジ

メント体制の充実強化
-

 ② 口座振替・コンビニエンスストア収納の利用促進

　　など、納税しやすい環境づくりの推進
○

 口座振替手続き窓口の開設、クレジット納

付制度の導入など
1,630

 ③ 特別徴収事業所の拡大を推進し、納税の便宜と

　　徴収事務の効率化を図る。
○  特別徴収事業者の一斉指定を実施 200

 ④ 差押えなど法的手続きを前提とした徴収強化や、

　　差押物件のネットオークションの活用推進
○

 差押え・換価による税収入の確保及び徴収

率の向上が図られている。
849,812

 ⑤ 「使用料・手数料の設定に関する基本方針」に基

　　づき、概ね５年ごとに見直しを行う。
○

 Ｈ26／下水道使用料

 Ｈ29／ごみ処理手数料など一斉改正
7,109

 ⑥ 学校体育施設開放における実費徴収について、

　　コストを積算の上、徴収額の見直しを行う。
○  Ｈ29／徴収額の改定実施 -

 ⑦ 市管理の駐車場等の有料化を検討 ○
 Ｈ29／城山公園駐車料

　　　 沖ノ島協力金　　実施
-

 ⑧ 各種講座や教室は、原則として資料作成費などの

　　実費相当分の負担を参加者に求める。
○

 各種講座類・スポーツイベントの実費徴収

を実施
50,437

 ⑨ 予防接種や定期健診等に係る費用負担等を見直し

　　受益者負担を検討
▲

 庁内での検討を実施したが、安房２市１町

との調整も必要な案件
-

 ⑩ 市広報等の刊行物などの取組の継続や、公用車

　　窓口用封筒等への有料広告掲載を検討
○

 広報・ＨＰ広告の継続実施

 エレベータ・指定ごみ袋など新規実施
11,009

 ⑪ 公共施設におけるネーミングライツ制度導入を検

　　討し、財源確保や知名度向上を図る。
×  検討途中であり実施まで至っていない。 -

 ⑫ 特徴あるテーマに絞って寄附を募るなど、利用者

　　・リピーター増加を図る。
○

 コミュニティ医療推進など寄附項目の追

加、返礼品拡充、クラウドファンディング導

入など

 ⑬ 多様な寄附金の振込み方法を検討し、寄附しやす

　　い環境づくりに努める。
○  クレジット納付開始

 ⑭ 不用な普通財産はインターネットオークションを

　　活用しての売却を推進し、歳入の確保を図る。
○  各種普通財産の売却実施 94,418

 ⑮ 公有財産の貸付けについては、積極的に借地人等

　　への売却を推進
○

 自動販売機設置の入札方式導入、メガソー

ラー事業者への貸付など
30,515

 ⑯ 安全性の確保を第一に考え、最も確実かつ有利な

　　資金運用に努める。
○  定期預金及び地方債による運用実施 14,298

 ⑰ 職員一人ひとりが常にアンテナを高くして情報を

　　収集するほか、様々な方法で検討・模索する。
○

 地方創生関連交付金事業、各種民間補助の

活用実績あり。
58,310

 ⑱ 地域の活性化対策事業に積極的に取組み、市税等

　　の歳入確保に努める。
▲

 渚の駅商業施設棟の整備、企業誘致条例の

制定などを実施しているが市税は減少
-

 ⑲ 移住･定住の受け入れ体制の整備促進、情報収集・

　　発信の促進に努める。
▲

 ⑳ 農業体験やスポーツ等を通じた交流事業の促進、

　　メディアを通じた館山の魅力を発信
▲

合　　計 1,327,814

取　組　内　容
　結　果
 【 ○＝実施により効果あり　▲＝前進しているが効果薄い

　　×＝実施に至っていない 】

 ◆　市税等の徴収率の向上

 ◆　使用料・手数料の見直し

 ◆　広告収入等による歳入確保

 ◆　ネーミングライツ制度導入検討

 ◆　ふるさと納税制度の推進

210,076

 ◆　市有財産の積極的な売却等

 ◆　安全確実な資金運用

 ○ ⇒ １５件　　▲ ⇒ ４件　　× ⇒ １件

 ◆　国・県支出金等の特定財源確保

 ◆　経済活性化による歳入確保

 ◆　移住・定住人口、交流人口の増加による歳入確保

 一定数の移住実績があること、各種フィル

ムコミッション事業、市公式 Facebook運用

開始などの取組を実施しているが市税は減少
-

5
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単位（千円）　

財　政

効果額

 ① 民間委託や非常勤職員の活用などにより、人件費

　　32億円台を維持
○

 市独自の給与削減策（昇給停止・人事院勧

 告見送り等）により人件費32億台を堅持
57,774

 ② 創意工夫により、時間外勤務手当の削減に努める。
×

 Ｈ25～26は、取組前に比して削減となった

 がＨ27以降は増加
6,048

 ③ 国や県の方針に基づき、給与・諸手当の見直しを

　　含めて人件費の再点検を実施
○

 ラスパイレス指数など国の基準以下の給

 与体系を維持
-

 ④ 必要最小限の職員数を見極めながら職員定数の適

　　正化に努める。
▲

 定員適正化計画とほぼ同数の職員数で推移

 しているが、全体的に微増傾向
-

 ⑤ 市単独事業は、扶助対象者の見直し、受益者負担

　　の導入、事業廃止等の明確化を図る。
▲

 １項目の実施のみである。

 　Ｈ27／心身障害者医療給付費見直し
10,949

 ⑥ 生活保護受給者等に対して、ケースワーカーや就

　　労支援員を中心とした自立支援を強化
▲

 就労支援員とともに求職活動を実施してい

 るが、保護費総額は増加
3,634

 ⑦ 医療費通知制度による啓発やレセプト点検の強化

　　などによる医療削減の啓発強化
▲

 レセプト点検により生活保護費の過誤調整

 などを実施しているが、扶助費総額は増
22,732

 ⑧ 価格の安い後発医薬品（ジェネリック医薬品）の

　　普及促進による医療費の抑制
▲

 希望シール・差額通知・啓発物資の配布等

 を実施
11,354

 ⑨ 高齢者の就労・スポーツ・文化活動への取組によ

　　り、健康寿命を延ばす施策を推進
▲

 健幸ポイント事業、各種教室の拡充などの

 取組を実施
-

 ⑩ 地方交付税の基準財政需要額に算入される事業を

　　優先的に選択するなどにより、負担軽減を図る。
×

 ⑪ 公共施設の耐震化や大規模改修などが必要な場合

　　有利な市債の活用を図る。
×

 ⑫ 外部評価の視点などから内容を検証し継続・改善

　　廃止などのを検討を行う。
▲

 予算編成を通じ適宜見直し（敬老祝金・各

 種利子補給・住宅リフォーム補助）
19,951

 ⑬ 新たな補助金は、原則３年以内の終期を設定する

　　サンセット方式の徹底
▲

 ふるさと伝統文化支援補助（Ｈ26～28）
　※ Ｈ29～財政効果あり

-

 ⑭ 5万円以下の小額補助金や留保財源を多額に有し

　　ている団体への補助は、原則、廃止又は減額
▲

 予算編成を通じ適宜見直し（房州うちわ

 振興協議会など）
192

 ⑮ 一部事務組合に対し、各組合等の施設の統廃合や

　　人的対応等、効率的な運営を要請
×

 各種会議により、組合事業についての行財

 政改革を要請
-

 ⑯ 各種協議会等に対する負担金の見直しや、本市の

　　財政状況を踏まえ負担金の減額の要望
▲

 予算編成を通じ適宜見直し

　（千葉政経懇話会など）
120

 ⑰ 下水道への接続率向上による下水道使用料の増収

　　により繰出金の抑制を図る。
▲

 下水道使用料は、年々増収しているが、

 繰出金総額は、年度間で増減がある状況
-

 ⑱ 下水道次期事業計画は、財政状況を勘案した中で

　　健全な事業経営として最適な方策を検討
▲

 「館山市汚水適正処理構想」の見直し

　（Ｈ27）などによる検討
-

 ⑲ 下水道受益者負担金・使用料の収入未済に対する

　　徴収強化
○

 差押え強化などにより、収入未済額は

 年々減少

歳入側で

計上済

 ⑳ 国保税に対する徴収率向上に努める。
○

 徴収率の向上などにより国保財調の増加

 を考慮し市独自繰出の削減
263,276

取　組　内　容
　結　果
 【 ○＝実施により効果あり　▲＝前進しているが効果薄い

　　×＝実施に至っていない 】

 ◆　人件費の抑制　（人件費の適正化・定員管理の適正化）

 ◆　扶助費の抑制（市単独事業の見直し、生活保護受給者等の自立支援、医療費削減の啓発）

 有利な地方債を取捨選択し発行しているが

 各種公共施設の耐震改修事業などの実施に

 伴い今後の公債費負担は増加
-

 ◆　公債費負担の軽減

 ◆　補助費等の見直し（補助金・負担金）

 ◆　繰出金の見直し（下水道事業特別会計・国民健康保険特別会計）
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単位（千円）　

財　政

効果額

（21）［地区公民館］再編・再配置の視点も入れ効率

　　　的な運用を検討する。
▲

 公共施設等総合管理計画において、今後の

 基本方針策定
-

（22）［老人福祉センター・温水プール］経費削減に

　　　より運営を維持。大規模改修時点で廃止の検討
○

 使用料改正により新たな収入確保

 今後の方針は、総合管理計画による。
-

（23）［保育園と幼稚園］市全体の幼保一元化の推進

　　　方針を検討しつつ子育て環境の充実を図る。
▲

 公共施設等総合管理計画において、今後の

 基本方針策定
-

（24）［保育園と幼稚園］保育園給食の民間事業者に

　　　よる調理委託の検討
▲  現在、実施に向けた協議・検討中事項 -

（25）［学校給食センター］改築にあたり、ＰＦＩ手

　　　法を含め、整備・運営方法を検討
▲  現在、ＰＦＩ導入可能性調査実施 -

（26）［博物館］一部業務委託・指定管理者制度の導

　　　入など、効率的な運営を検討
▲  Ｈ29～（一部）業務委託導入 -

（27）［図書館］菜の花ホール等の周辺施設との効率

　　　的な運営や、一部業務委託の導入を検討
▲

 公共施設等総合管理計画において、今後の

 基本方針策定　（業務委託の検討中）
-

（28）［海水浴場］入込客数の少ない海水浴場につい

　　　ては、閉鎖や休止を検討
▲  Ｈ28～（一部）海水浴場　開設期間短縮 1,872

（29）［海水浴場］海岸管理者（千葉県）と協議し、

　　　有料化を検討
▲

 Ｈ29～ 沖ノ島海水浴場協力金徴収

 その他／千葉県との協議中
-

（30）［福祉作業所］施設の利用状況と費用対効果を

　　　再検証し、効率的な運営に努める。
○

 Ｈ28～ 民間による事業運営へ移管
　※ 効果額は給付費（一財）と委託の差額

1,470

（31）［入札契約事務］電子入札制度を導入し、入札

　　　の利便性並びに事務の効率化を図る。
○

 Ｈ26 電子入札導入

 Ｈ27 電子見積合せ導入
-

（32）［入札契約事務］随意契約の再点検、運用基準

　　　を作成し、統一的かつ円滑な事務遂行を図る。
○

 Ｈ27 ガイドライン改定

　※ 市ＨＰにて随意契約理由公表
-

（33）［非常勤職員の活用］定型的業務などでの非常

　　　勤職員の活用により、職員数の抑制に努める。
▲

 業務のアウトソーシングを推進させ、職

 員労力の逓減に繋げる方向で検討中
-

（34）［購入備品の見直し］廉価版のＰＣや、無償ソ

　　　フトの導入を検討する。
○

 セキュリティ面から廉価版ＰＣ等は導入し

 ないが、モニター等では譲渡品を活用
4,763

（35）［節約の徹底］空調や照明など、引き続き徹底

　　　した節電に努める。
○  Ｈ27～ 新電力ＰＰＳ契約導入 40,656

（36）［節約の徹底］ＬＥＤ照明への転換などによる

　　　コスト削減を目指す。
▲

 Ｈ29～ 町内会管理の防犯灯、道路照明へ

 導入
-

（37）［節約の徹底］公用車の相乗りによる出張など

　　　旅費及び燃料費の削減に努める。
○

 回数券導入による職員労務削減や、市バス

 運行要綱改正による受益者負担の拡充
2,355

（38）［節約の徹底］ネットでの情報収集による図書

　　　費削減、メール便等活用による郵便料の削減
○

 予算査定などによる取組の周知
　※ 取組み達成が図られたが効果額少額で割愛

-

（39）各公共施設は、計画的でこまめな維持補修等に

　　　より長寿命化を図るとともに、必要性を検討
▲

 公共施設等総合管理計画において、今後の

 基本方針策定
-

（40）休校・休所となった施設について、地域の意見

　　　を聞きつつ有効活用を図る。
▲ （旧）富崎小跡地利用について検討中 -

（41）教育環境の改善の視点から，小中一貫校として

　　　房南中学校整備を検討
○  Ｈ29 開校 -

（42）新規公共施設の整備では、緊急性・事業効果を

　　　考慮して事業選択を行い、国・県等の補助事業

　　　など財源確保と計画的な事業推進に努める。

○

 新規施設建設は、特定財源を最大限活用

　・ 渚の駅商業棟施設整備

　・ 学童クラブ施設整備

-

（43）未利用市有地（公設地方卸売市場用地等）の有

　　　効活用について、引き続き検討
▲

 民間活力による拠点施設運用等について

 検討中
-

（44）事務事業の見直しにより財政効果があるもの ▲
 市民相談員業務の縮減

 市民総合賠償保険の保険見直し　など
1,788

合　　計 448,934 ○ ⇒ １４件　　▲ ⇒ ２６件　　× ⇒ ４件

 ◆　その他

取　組　内　容
　結　果
 【 ○＝実施により効果あり　▲＝前進しているが効果薄い

　　×＝実施に至っていない 】

 ◆　物件費の抑制　（公共施設の効率的な運営・入札契約事務の円滑化・節約の徹底など）

 ◆　公共施設マネジメントの推進
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 第１節  人口推計                               

 本市の人口は、昭和２５年の 59,424 人をピークに、減少基調となり平成２７年国

勢調査では 47,464 人と、ピーク時と比較し約 12,000 人、約２０％の減少となってい

ます。  

また、今後の人口減少はさらに加速化し、２０年後の平成４７年には、総人口が約

38,000 人となり、今より約 10,000 人、約２０％の減少が見込まれ、総人口に占める

老年人口（６５歳以上）の割合は、約４０％となることが予測されています。【図－①】  

 人口減少・少子高齢化が進行すると、生産年齢人口の減少により市税収入が少なく

なるとともに、高齢者に対する社会保障関連経費（医療・介護・福祉等）は増加し、

財政運営は厳しくなっていきます。【図－②】【図－③】  
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【 図－① 】 総人口の推移及び将来推計 （単位：人）
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　　　【 図－②】　市税収入の推移
　　　　　　　　（単位：億円）
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第２節  公共施設の現状                             

本市の公共施設（建築系）の保有状況は、施設数が 139 施設・延床面積が 148,660

㎡となっており、減価償却率は約６割となっています。【図－④】【図－⑤】  

なお、公共施設の将来の基本方針として、延床面積２０％以上の削減を目標とした

『館山市公共施設等総合管理計画（平成２９年６月）』を策定したところであり、今

後は、施設分類ごとに実施計画となる「個別施設計画」を策定する予定です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 図 - ④ 】 建築系公共施設の施設数及び延床面積 （平成２７年度末時点）

学校教育系施設（小学校など）

◆ 施設数 16

◆ 延床面積 79,701㎡（ 53.6%）
スポーツ・文化・レクリエーション

施設（博物館・運動場など）

◆ 施設数 44
◆ 延床面積 14,925㎡（ 10.0%）

公営住宅（市営住宅）

◆ 施設数 6

◆ 延床面積 12,666㎡（ 8.5%）

子育て支援施設（幼稚園など）

◆ 施設数 13

◆ 延床面積 8,076㎡（5.4%）

行政系施設（市庁舎・消防団施設など）

◆ 施設数 37 ◆ 延床面積 14,678㎡（ 9.9%）

地域コミュニティ施設（公民館等）

◆ 施設数 16

◆ 延床面積 8,490㎡（5.7%）

環境系施設 ◆ 施設数 7

◆ 延床面積 10,124㎡（ 6.8%）

0

20

40

60

80

Ｓ40以前 Ｓ41～45 Ｓ46～50 Ｓ51～55 Ｓ56～60 Ｓ61～Ｈ2 Ｈ3～7 Ｈ8～12 Ｈ13～17 Ｈ18～22 Ｈ23～27

（100％）
（100％） （94％）

（87％）

（80％）

（70％） （51％）

（47％）

（40％） （23％） （7％）

【 図 - ⑤ 】 投資金額及び償却率の状況 （単位：億円／％ ※平成 27年度末時点）

償却未済分 償却済額

1.6億

11.1億
13.4億

36.1億

69.8億

16.0億

21.2億

52.3億

13.7億

7.9億

30.0億

４０年以上

投資総額 26.1億

償却済み 96.5％

３０年以上

投資総額105.9億

償却済み 82.6％

２０年以上

投資総額 37.1億

償却済み 59.2％

１０年以上

投資総額 66.1億

償却済み 45.4％

１０年未満

投資総額 38.0億

償却済み 10.1％

総投資総額 273 .2億 償却済額 1 68. 5億 （償却割合 61 .7％）

学校施設

耐震改修

鏡ケ浦クリーンセンター

館山駅自由通路 など

菜の花ホール

真倉市営住宅 など

各小中学校・幼稚園施設、

コミュニティセンター

博物館（本館・館山城）など
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第３節  財政状況及び将来推計                          

第１項  将来の財政推計                            

第三中学校・給食センター整備及びごみ処理関連施設整備費など、今後予定され

る大規模事業を含む今後１０年間の形式収支及び財政調整基金残高の推移は、以下

のとおりです。  

これによると、財政調整基金の残高は、平成３４年に無くなるとともに、形式収

支が赤字となることが予測されています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（推計条件）  上記【図 -⑥】に示した財政推計の条件は以下のとおりです。  

●『館山市まち・ひと・しごと創生総合戦略（Ｈ 27）』における人口推計及び過去の決算数値

を基準とした傾向等を考慮して算出  

●税制改正や地方財政制度関連は、現状制度のままとし、未確定事項は考慮しない。  

（消費税率の１０％改定など）  

●景気動向など不確実な要因は考慮しない。  

●第三中学校・給食センター整備に係る所要一般財源は、その全額を庁舎等建設基金から取

崩すことを想定  
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財政調整基金残高（右軸）

歳入総額 （左軸）

歳出総額 （左軸）

【 図-⑥ 】 歳入・歳出総額及び形式収支・財政調整基金残高
単位（億円）
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第２項  歳入・歳出の状況                              

  歳入・歳出それぞれの主な推計値（決算値含む）は、以下のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.6 60.5 
59.4 59.4 58.8 59.3 58.3 58.2 58.2 57.2 57.3 57.3 56.5 56.6 56.7 

38.1 38.6 38.1 

41.1 40.3 40.5 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 

26.3 
27.5 27.6 

29.1 30.4 30.8 31.3 31.8 32.2 

32.7 

32.3 31.9 31.6 31.2 30.9 

17.9 
19.5 19.0 

21.3 
19.9 

11.9 

15.9 

21.8 
19.0 

34.0 

18.9 

20.5 

14.4 14.4 14.0 

0

20

40

60

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37 Ｈ38

市 税

地方交付税

国・県補助金

市 債

皆さまからの税金
（市民税・固定資産税・たばこ税等）

全国の自治体が一定レベルの行政サービスを出来
るよう、財政力に応じ国から交付されるもの

公共施設（道路・学校など）の改修において、国や銀行から借りるもの

法律などにより経費の一部を、国や県が負
担するもの（児童手当・生活保護費等）

単位（億円）

実 績 値 推 計 値

【 図-⑦ 】 歳入の内訳 （主なもの）

（注）扶助費や繰出金は、経常的費用のみ（臨時給付金など臨時的要素を除く）　　
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45
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扶 助 費

人 件 費

繰 出 金

投資的経費

生活困窮者や障害者などの生活をサポートす
るための費用（生活保護費・児童手当等）

市長や市職員、消防団員等に対する費用

国民健康保険・介護保険などの
運営を補うための費用

道路・学校など公共施設の改修費用

単位（億円）

実 績 値 推 計 値

【 図-⑧ 】 歳出の内訳 （主なもの）
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第３項  各種財政指標                             

  当市の財政状況を、県内他市と比較したものが、表①～④です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【 表-② 】 市債の残額　<借金>

1 市川市 120.6 579.8

2 浦安市 145.5 242.4

3 君津市 149.1 129.1

4 佐倉市 175.7 310.6

5 市原市 180.8 504.6

6 印西市 181.3 176.3

7 柏市 229.8 948.4

8 松戸市 231.8 1,141.0

9 ＊ 袖ケ浦市 235.0 146.4

10 我孫子市 236.1 313.2

11 四街道市 239.8 221.4

12 八街市 241.7 174.1

13 木更津市 246.3 331.7

14 船橋市 252.2 1,591.0

15 習志野市 254.8 437.9

16 流山市 266.6 481.5

17 ＊ 白井市 290.3 183.9

18 八千代市 291.0 570.2

19 野田市 300.2 465.5

20 ＊ 大網白里市 307.5 154.4

21 ＊ 富津市 316.6 145.6

22 鎌ケ谷市 334.4 366.1

23 ＊ 富里市 348.2 174.5

24 ＊ 山武市 367.0 196.1

25 成田市 371.3 491.4

26 ＊ 館山市 377.1 180.9

27 ＊ 東金市 392.3 235.9

28 ＊ 旭市 419.3 282.0

29 茂原市 435.9 396.5

30 ＊ いすみ市 450.9 177.5

31 ＊ 匝瑳市 452.9 170.8

32 ＊ 銚子市 457.6 294.5

33 勝浦市 477.6 88.4

34 香取市 504.8 398.7

- 鋸南町 533.7 43.9

35 ＊ 鴨川市 587.3 199.6

36 ＊ 南房総市 666.5 264.8

258.0 365.7

392.1 200.5

　平均

　平均（同規模団体）

　※ 平成２８年度 決算数値

　※ 一般会計における市債合計

　※ 同規模（人口３万～７万人）

団体名 残　高

［億円］

人口当り

［千円］

順

位

同

規

模

 【 表-① 】 財政調整基金等の保有額　<貯金>

1 ＊ 南房総市 260.8 103.6

2 ＊ 山武市 178.1 95.1

3 ＊ 旭市 137.6 92.5

- 鋸南町 130.8 10.8

4 香取市 129.2 102.0

5 ＊ いすみ市 108.5 42.7

6 印西市 93.5 90.9

7 ＊ 匝瑳市 85.0 32.1

8 ＊ 鴨川市 72.0 24.5

9 浦安市 65.7 109.4

10 ＊ 袖ケ浦市 63.3 39.4

11 茂原市 56.3 51.2

12 佐倉市 48.8 86.3

13 成田市 45.0 59.5

14 ＊ 大網白里市 42.6 21.4

15 鎌ケ谷市 42.5 46.5

16 ＊ 白井市 42.4 26.9

17 四街道市 40.6 37.4

18 君津市 39.1 33.8

19 習志野市 37.8 64.9

20 勝浦市 37.3 6.9

21 木更津市 37.1 49.9

22 ＊ 東金市 31.9 19.2

23 ＊ 富津市 31.8 14.6

24 市川市 31.6 151.9

25 八街市 29.6 21.3

26 松戸市 29.0 142.8

27 船橋市 28.8 181.8

28 ＊ 館山市 28.6 13.7

29 ＊ 富里市 26.3 13.2

30 柏市 25.5 105.1

31 流山市 25.3 45.7

32 野田市 23.6 36.7

33 我孫子市 23.1 30.6

34 市原市 19.8 55.4

35 八千代市 12.7 24.9

36 ＊ 銚子市 6.6 4.3

40.7 57.7

75.9 38.8

　平均

　平均（同規模団体）

保有額

［億円］

　※ 平成２８年度 決算数値

　※ 財政調整基金及び減債基金の合計

　※ 同規模（人口３万～７万人）

団体名 人口当り

［千円］

順
位

同
規
模
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 【 表-③ 】 経常収支比率

1 成田市 83.0%

2 印西市 83.1%

3 浦安市 85.1%

4 香取市 86.1%

5 ＊ 旭市 86.2%

6 ＊ 南房総市 87.8%

7 流山市 88.1%

8 ＊ いすみ市 88.1%

- 鋸南町 88.1%

9 ＊ 匝瑳市 89.7%

10 茂原市 90.2%

11 ＊ 富津市 90.8%

12 ＊ 白井市 91.1%

13 柏市 91.3%

14 市川市 91.8%

15 ＊ 袖ケ浦市 91.9%

16 ＊ 山武市 91.9%

17 ＊ 富里市 92.4%

18 ＊ 東金市 92.6%

19 八街市 92.8%

20 習志野市 92.9%

21 木更津市 93.2%

22 松戸市 93.3%

23 勝浦市 93.6%

24 佐倉市 93.7%

25 ＊ 鴨川市 93.7%

26 市原市 93.9%

27 ＊ 銚子市 94.4%

28 鎌ケ谷市 94.8%

29 八千代市 94.9%

30 君津市 94.9%

31 野田市 95.2%

32 我孫子市 96.4%

33 船橋市 96.6%

34 ＊ 大網白里市 96.8%

35 ＊ 館山市 98.2%

36 四街道市 99.7%

92.1%

91.8%

　※ 平成２８年度 決算数値

　※ 同規模（人口３万～７万人）

順
位

　平均

　平均（同規模団体）

経常収支
比率

同
規

模
団体名

 【 表-④ 】将来負担比率

1 ＊ 南房総市 -

1 ＊ 旭市 -

1 ＊ 山武市 -

1 船橋市 -

1 市川市 -

1 松戸市 -

1 我孫子市 -

1 佐倉市 -

1 四街道市 -

1 柏市 -

1 印西市 -

12 ＊ 袖ケ浦市 4.5

13 浦安市 12.9

14 習志野市 17.1

15 ＊ 白井市 23.0

16 八街市 23.6

17 鎌ケ谷市 24.6

18 木更津市 26.4

19 ＊ 匝瑳市 30.0

20 君津市 31.7

21 流山市 36.3

22 八千代市 44.2

23 野田市 52.3

24 香取市 54.6

25 市原市 56.3

26 ＊ いすみ市 56.6

27 ＊ 富里市 65.4

28 * 館山市 65.7

29 ＊ 大網白里市 65.8

30 成田市 74.6

- 鋸南町 81.6

31 勝浦市 91.1

32 ＊ 東金市 95.2

33 ＊ 富津市 96.8

34 ＊ 鴨川市 105.0

35 茂原市 115.0

36 ＊ 銚子市 167.1

39.9

55.4

将来負担

比率

　平均

　平均（同規模団体）

　※ 平成２８年度 決算数値

　※ 同規模（人口３万～７万人）

順

位

同

規

模
団体名

【表 -③  経常収支比率】  

財政力の柔軟性・弾力性を

表すもので、数値が高いほ

ど弾力性に乏しい（自由に

使えるお金が少ない）とさ

れています。家計に例える

と、エンゲル係数と同じよ

うに、収入が固定経費にど

の程度使われているかを表

すものです。  

 

【表 -④  将来負担比率】  

将来の財政運営の危険度を

示す指標です。市の借金や、

加入する一部事務組合の借

金に対する負担などを基準

とし、算出する比率です。

借金が多くても、相応の貯

金（基金）がある場合は、

比 率 が 低 く な る 仕 組 み で

す。  
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第４項  今後の大規模事業                           

  現在の喫緊の課題とされる大規模事業は、以下のとおりです。  

第三中学校は、耐震性不足から生徒の安全対策のため、給食センターは、築後４

５年以上が経過し老朽化が著しくなっており両施設共に整備が必要とされていま

す。  

また、清掃センターは、整備後３０年以上が経過し施設の安定稼働のため、各種

機材等の大規模改修が必要とされています。  

なお、第１項「将来の財政推計【図－⑥】」には、以下の事業費を算入しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位（億円）　

国　費 市　債
（※１）

一般財源
（※２）

 第三中学校整備費 30.2 4.3 21.1 4.8  Ｈ30～31設計　Ｈ32～34工事

 給食センター整備費 18.1 2.2 11.9 4.0  Ｈ30～31工事　Ｈ32解体

 清掃センター改修費 31.9 6.7 20.9 4.3  Ｈ31～32設計　Ｈ33～35工事

合　　計 80.2 13.2 53.9 13.1

（注）事業費及び財源は、概算費用であり今後の変動が見込まれます　

（※１）市の借金　（※２）必要となる初期費用　

事業名

　事業費　　　　　　（財源内訳）

備　考
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第３章 基本方針 
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 第１節  計画の位置づけ                            

 『第三次館山市行財政改革方針』は、平成２７年度に策定した『第４次館山市総合

計画』における将来都市像“笑顔あふれる  自然豊かな「あったか  ふるさと」館山”

を目指すため、人口減少・少子高齢化社会においても持続可能な財政構造への転換を

図るための具体的施策を定めたものです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２節  計画期間                               

 計画期間は、平成３０年度から平成３４年度までの５年間とします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

第４次 館山市総合計画

基 本 目 標

互
い
に
助
け
合
い

誰
も
が
健
康
で
い
き
い
き
と

暮
ら
せ
る
ま
ち

【子育て】
【福 祉】
【医 療】

地
域
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【教育】
【文化】
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ざ
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ぎ
わ
い
と

豊
か
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ふ
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【 産業 】
【 経済 】

生
活
基
盤
が
充
実
し

快
適
で
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち

【基盤
整備】

人
と
自
然
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共
生
す
る

環
境
に
や
さ
し
い
ま
ち

【環境
共生】

市
民
の
安
全
が
確
保
さ
れ

地
域
ぐ
る
み
で
支
え
合
う

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち

【 防災 】
【 安全 】

市
民
と
行
政
が
協
力
し

と
も
に
考
え

と
も
に
築
く

持
続
可
能
な
ま
ち

【市民参画】
【行政運営】

中・長期的な財政予測と将来の人口規模を見据えた行財政改革の推進により、

財政の安定と健全化に努めます。
基本方針

第三次館山市行財政改革方針（平成３０年度～３４年度）実施計画
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 第３節  計画の推進体制                             

 本計画を着実に実行するため、トップマネジメント（市長・副市長）により、計画

内容における年度ごとの組織目標を明確にします。  

また、所属長（部課長）は、年度ごとの組織目標を達成するため、職務に応じて各

職員が行う個人目標を設定し、職員一人ひとりが当事者意識を持って改革に取り組む

体制を整え推進にあたります。  

なお、毎年度の進捗状況については、全庁的な情報共有を図りつつ、外部組織であ

る「館山市行財政改革委員会」における検証を行い、状況に応じ市に対して提言をす

るなど、改革の監視的役割を担うこととします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トップマネジメント  【市長・副市長・教育長】  

○  計画内容の組織目標設定（毎年度／各部課）～進捗確認  

○  計画推進にあたっての重要事項決定  

総務部  

行革財政課  
関係部署  

相互協力  
による実行  

推  進  体  制  

全庁的な情報共有  ⇒  部長会議～三役会  

指  示  

【外部組織】  館山市行財政改革委員会  

 ○  進捗状況の調査・意見・提言（ＰＤＣＡサイクル）  

 
提

言 
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 第４節  現状に関する基本認識及び課題点                    

前章において整理した本市の現況及び将来見通しを踏まえた課題点は、以下のとお

りです。  

 

●  人口減少・高齢化比率の上昇により、基幹収入である市税収入の減少、経常的

支出である扶助費・繰出金の増加が見込まれる。  

●  喫緊の課題である大規模事業（第三中学校・給食センター整備、清掃センター

改修）は、子どもたちの安全確保、市民生活への影響からも実施しなければなら

ない事業  

●  経常的な歳入・歳出見込み                    単位（億円）  

   Ｈ２９  Ｈ３０  Ｈ３１  Ｈ３２  Ｈ３３  Ｈ３４  Ｈ 29－Ｈ 34 

比較  

市税収入  59.3  58.3 58.2 58.2 57.2 57.3 ▲ 2.0 

扶助費  38.8  39.4 40.0 40.7 41.4 40.9 ＋ 2.1 

繰出金  24.3  25.2 25.8 26.4 27.1 26.7 ＋ 2.4 

平成３４年度（計画最終年度）には、歳入約２億円の減少、歳出約２ .９億円（※）  

の増加となり、合計４ .９億円の一般財源が必要となる見込み  

     ※  扶助費支出の約 75％は国・県負担金のため、一般財源ベースでの扶助費負担

額の増加額（Ｈ 29－ 34 対比）を約 0.5 億円と試算  

 

●  形式収支見込み（普通会計）                  単位（億円）  

  Ｈ 30 Ｈ 31 Ｈ 32 Ｈ 33 Ｈ 34 Ｈ 35 Ｈ 36 Ｈ 37 Ｈ 38 

現
状 

収  支  7 .7  5.6  4.8  3.2  ▲ 2.0 ▲ 7.3 ▲ 4.5 ▲ 4.6 ▲ 4.4 

財調取崩  －  ▲ 2.0 ▲ 4.0 ▲ 6.0 ▲ 1.7 （残高無し）  

改
善
後 

収  支  7 .7  6.6  5.8  5.2  6.3  4.7  4.2  3.6  3.2  

財調取崩  －  ▲ 2.0 ▲ 2.0 ▲ 4.0 ▲ 4.0 ▲ 1.7 （残高無し）  

第三次行財政改革方針により、単年度ベースでＨ３１（１億円）／Ｈ３２（２

億円）／Ｈ３３（３億円）／Ｈ３４（４億円）の財政効果額を出した場合に

は、改善後の数値と予測され、平成３４年度以降の赤字収支を回避可能とな

る見込みです。  

 

●  庁舎等建設基金の取崩し予測                  単位（億円）  

 保有額  

Ｈ 29 決  

Ｈ３０  Ｈ３１  Ｈ３２  Ｈ３３  Ｈ３４  Ｈ３５  残高  

庁舎等建設  15.9  ▲ 1.3 ▲ 2.3 ▲ 2.1 ▲ 3.0 －  －  7 .2  

庁舎等建設基金は、第三中学校・給食センター整備のため約９億円の取崩し

を行う予測である。  
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 第５節  基本方針及び数値目標                         

 中長期的な財政予測（Ｐ１２）や現状の課題点（Ｐ２０）を踏まえ、本計画の最終

年度にあたる平成３４年度決算において、単年度４億円の行財政改革効果額（歳入増

加・歳出削減）を目標とすることで、平成３４年度以降における実質的な赤字収支を

回避します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政効果目標（４億円）  

１  歳入（収入）確保  

  ・市税収入等の確保   ・新たな財源の確保  

  ・受益者負担の徹底   ・ふるさと納税制度の推進  

２  歳出（支出）削減  

  ・事務事業の見直し   ・社会保障関連経費の抑制対策  

  ・組織体制の見直し   ・一部事務組合負担金の見直し  

  ・補助金の見直し  

３  公共施設の見直し  

  ・公共施設等総合管理計画の推進（延床面積２０％削減）  

４  アウトソーシングの徹底  

  ・様々な事務事業の民間委託化  

  ・指定管理者、ＰＰＰ／ＰＦＩ制度の推進  
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 次頁以降に掲げた各取組みによる財政効果額（目標）の合計は以下のとおり  

 単位（ 千円）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 具体的な取組み内容 

 Ｈ３０  Ｈ３１  Ｈ３２  Ｈ３３  Ｈ３４  合計  

歳入確保  128,000  179,500  192,000  204,000  204,000  907,500  

歳出削減  0  0  40,000  97,500  180,000  317,500  

合   計  128,000  179,500  232,000  301,500  384,000  1,225,000 

【 各実施計画の見方（例示） 】

単位（千円）　

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ 合　計

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

担当部署 2,000 2,000 4,000 4,000 12,000

種　　別 0

備　　考

　行政では発意されないような、民間独自の創意工夫・ノウハウ・アイデアを活用した事業の創出

　○ 他自治体のＰＰＰ事例等の調査 ～

　　　　　　　　　　　「民間事業者提案制度」策定 ～ 実行

　（例示）公園施設の民間事業者への一部貸付　ネーミングライツ制度等

　行革財政課・各課 目標値

　新規 実績値

№ 　項目名　／　実施手法
スケジュール

取組み内容 取組み方法 目標額の考え方（累計）

○ Ｈ３１＝ Ａ取組み実施 効果額／2 ,00 0千円

○ Ｈ３２＝ Ａ取組みの効果が継続／2 ,00 0千円

その他新たな取組が無し

○ Ｈ３３＝ Ａ取組みの効果が継続／2 ,00 0千円
＋Ｂ取組／ 1,5 00千円 ＋Ｃ取組／5 00千円

合計： 4, 000千円

 各 取 組 に よ る 財 政 効 果 額 に つ い て （ 集 計 ）  
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 第１節  歳入（収入）確保の取組                        

第１項  市税収入等の確保                           

  市税収入は、生産年齢人口の減により年々減少しており、今後も地方税法の制度

改正等が行われない限り収入額が落ち込んでいく予測です。【 図－Ⅰ】  

一方、徴収率は、コンビニエンスストア・クレジット収納など納税しやすい環境

づくりや、市民税特別徴収事業所の拡大、滞納処分の強化などにより年々上昇して

います。【 図－Ⅱ 】  

本計画では、市税収入の確保における取組として、徴収対策では現在の『市税等

滞納整理方針』に基づき、引き続き高水準の徴収率を維持することを目標とし、課

税額の増加策として、課税客体の補足・未申告者に対する新たな対策などについて

先進自治体などの調査・研究などにより増収施策の検討を行います。  

また、市税以外の債権（各種使用料・負担金・学校給食費等）における滞納額は、

平成２８年度末において約８千万円となり、年々微増傾向にあります。市民負担の

公平性を確保する観点からも、その対策強化を行います。【 図－Ⅲ 】【表 －Ａ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位（千円）　

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ 合　計

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

担当部署 目標値 98.0％ 98.0％ 98.0％ 98.0％ 98.0％

種　　別 実績値

効果額

目標値 94.0％ 94.5％ 95.0％ 95.0％ 95.0％

実績値

効果額

⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒

担当部署 5,000 5,000 10,000

種　　別 0

備　　考

⇒

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

担当部署 2,500 5,000 5,000 5,000 17,500

種　　別 0

備　　考

　○ 新条例に基づく、債権（滞納繰越分）の徴収対策強化

　取組の実行に向け、専門職員の配置・育成を行う。（平成２８末：債権額約８千万円／市税・保険料除く）

　　※ 目標値は、滞納分収納額とする。

実績値

目標値

②

　取組みの実行に向け、税務課職員の増強を図る。

　課税客体の把握　（個人市民税＝所得把握／法人市民税＝所在把握）

　管財契約課・各課

　新規

　税務課

　新規 実績値

目標値

③

　私債権の徴収強化

　○ 債権管理条例の制定　～　公表

スケジュール

備　　考

　○ 未申告者に対する所得把握手法について、他自治体の先進事例等

　　 の調査・研究

　○ 先進事例に基づく各種施策の実行

№

①

　○ 差押え・換価による滞納処分の継続実施

　項目名　／　実施手法

　納税課

　継続

目標値 ＝ 総合計画数値

効果額 ＝ 目標（徴収率）と実績（徴収率）

　　　　　の調定額に対する差額とする

【 Ｈ２８実績 】

　　一般 98.7％　国保 93.1％

市

　

税

国

保

税

　○ 専門知識を有する職員の育成

　市税等における高水準の徴収率維持
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　　　【 図－Ⅰ】　市税収入の推移
　　　　　　　　（単位：億円）
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　　　【 図－Ⅱ 】　徴収率の推移（現年課税分） 単位（％）
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　【 表－Ａ 】滞納内訳（市税・保険料除く）

単位（千円）

分　　類 滞納額

 生活保護関連（返還金等） 42,990

 保育料 16,500

 下水道使用料等 7,580

 学校給食費 6,393

 市営住宅使用料 1,222

 その他 5,426

合　　計 80,111

※ 平成２８年度末　

　【 図－Ⅲ 】滞納額の推移（市税・保険料除く）
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単位（千円）
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第２項  新たな財源の確保                           

  市内の人口減少や国における財務状況の悪化に伴い、市税収入や地方交付税など

の基幹収入の増加が見込めないなか、持続可能な財政運営を行うためには、新たな

財源確保を目指す取組が求められます。  

現在実施している様々な事務事業に対し、国・県・民間企業などからの財源確保

に努めることはもとより、民間企業との連携により、市外からの新たな外貨獲得を

目指す施策の推進などを目指します。  

また、平成２９年度から“渚の駅たてやま”施設においてギャラリーショップを

開設したほか、入場者が増加傾向にある赤山地下壕跡においても、新たなグッズを

販売するなど、収益増加を図る取組を行っています。  

今後も、各公共施設における利用者動態・ニーズなどを踏まえ、更なる収益増加

に繋がる施策を行います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位（千円）　

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ 合　計

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

担当部署 5,000 5,000 10,000 10,000 30,000

種　　別 0

備　　考

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

担当部署 2,000 2,000 4,000 4,000 12,000

種　　別 0

備　　考

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

担当部署 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 40,000

種　　別 0

備　　考

④

　○ （行革）各種財源の一元的な情報管理

　　　　　　　　　　　　　　 ～ 全庁職員に対し分かり易い情報提供

　○ （各課）様々な情報を元に、財源確保の実行

　目標値は、既存事業に対する財源確保額であり、新たな支出を伴う新規事業の特定財源は除く。

　地方創生推進交付金の現行計画事業（海を活かしたまちづくり分）は、財政推計に計上済みのため除く。

　行革財政課・各課

　継続

目標値

実績値

　既存事業に対し、国や県、民間企業などからの財源確保に努め、一般財源の負担軽減を図る。

　項目名　／　実施手法№
スケジュール

⑤

　○ 他自治体のＰＰＰ事例等の調査 ～

　　　　　　　　　　　「民間事業者提案制度」策定 ～ 実行

　（例示）公園施設の民間事業者への一部貸付　ネーミングライツ制度等

　行革財政課・各課

　新規

目標値

実績値

　行政では発意されないような、民間独自の創意工夫・ノウハウ・アイデアを活用した事業の創出

⑥

　○ 各種施設の利用者・来訪者ニーズ等を勘案し、公共施設の収益増加

　　 を目指す

　（例示）各種グッズ販売の推進

　　　　　貸出条件緩和などによる稼働率向上施策　等

　各施設管理課

　継続

目標値

実績値

　公共施設における収益性向上の取組
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第３項  受益者負担の徹底                           

  使用料・手数料については、本市の「使用料・手数料の設定に関する基本方針」

に基づき、これまでも概ね５年ごとに見直しを行い、平成２９年４月からは、ごみ

処理手数料や社会体育施設の利用料改定などを行うとともに、老人福祉施設や城山

公園駐車料など新たな利用料徴収を行っています。  

今後は、他自治体の事例などを参考に、今まで負担を求めていなかった様々な事

務事業において、適正な受益者負担を求めることについて検討を行います。  

特に、観光サービス分野については、市外からの来訪者が中心となることから、

受益者負担の徴収について徹底を図ることとします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖 ノ 島協 力 金（ Ｈ２ ９ ）  

単位（千円）　

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ 合　計

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

担当部署 3,000 15,000 20,000 20,000 20,000 78,000

種　　別 0

備　　考

№
スケジュール

⑦

　様々な事務事業において、他自治体の事例などとの比較・検討のうえ、受益

者負担を徴収すべき案件は、適正な負担額の徴収を行う。

　○ 対象事業の抽出・他自治体の事例収集　～　実行

　（例示）駐車場の有料化　　予防接種・定期健診　　講座・教室類

　　　　　使用料・手数料など

　目標値は、新規及び内容修正を行った実施項目とする。　（※ 城山公園のバス料金／沖ノ島協力金徴収を含む）

　各課

　継続

　項目名　／　実施手法

目標値

実績値
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第４項  ふるさと納税制度の推進                        

  ふるさと納税制度は、返礼品の充実や各種ＰＲ効果などにより、近年着実に寄附

額が増加しています。今後も、あらゆる方法・手段により寄附の増加に努めます。

【 図－Ⅳ 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）  図中の「小谷家保存」・「コミュニティ医療」とは、それぞれ“小谷家住

宅の 保存活用 支援 ”、“コミュニ ティ医療推進 ”のために活 用される 寄附 であり 、

「そ の他」とは 、“安全安心な まちづくり ”、“ 学校教育の 充実”など、 寄附者の

意向に沿った施策の推進に対し活用されるものです。  

単位（千円）　

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ 合　計

担当部署 120,000 150,000 150,000 150,000 150,000 720,000

種　　別 0

備　　考

⇒

№
スケジュール

⑧

　財政推計には寄附金を計上していないため、目標値・実績値が財政効果額となる。

　項目名　／　実施手法

　継続

　企画課 目標値

実績値

　制度趣旨を踏まえつつ、あらゆる方法・手段を通じて寄附金確保及び増加を図る。

　○ 魅力ある返礼品の拡充、様々な媒体を通じたＰＲ活動、

　　 寄附しやすい環境づくり。
⇒⇒⇒⇒

　【 図－Ⅳ 】 ふるさと納税　寄附額の推移
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数

137,000
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 第２節  歳出（支出）削減の取組                        

第１項  既存事務事業の見直し                         

  市ではこれまで、外部の視点から事務事業のあり方を議論・評価する「事業仕分

け（外部評価）」を平成１９年度～２３年度にかけて実施してきました。  

  しかし、実施から年数が経過したことにより、今後の人口予測や財政状況を踏ま

え、市民目線による事業評価の必要性があることから、 先進自治体の事例等を調

査・研究したうえで、新たな手法による外部評価を実施し、既存事務事業の見直し

を行います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 仕分 け  （ Ｈ ２ ３ 実 施 ）  

【参考  ／  新たな事業仕分け手法  】  

事 業仕 分け の 手法は 、全 国で 様々 な形態 がとら れて いる が、 従前は 議題と なっ た案 件に対

し 、“ 執行部 （市 ）”と 、有識 者や市 民公募 委員な どから 選ばれ た“仕 分け人 ”によ る公開 の

議論を経て、仕分け人がその判断（拡充・改善・廃止など）を行っている手法が主であった。 

最近では、執行部と仕分け人による議論の手法は同じものの、最終判断は、“無作為抽出で

選 出され た市民 ”が 行う 手法 が見受 けられ る。 これは、 市民（ 民意） をより 取り入 れた手 法

として、近年、鴨川市・富津市でも行われている。  

単位（千円）　

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ 合　計

⇒ ⇒ ⇒

担当部署 10,000 20,000 30,000 60,000

種　　別 0

備　　考

№ 　項目名　／　実施手法
スケジュール

目標値

　新規 実績値

　市民が公平かつ客観的に判断できるような手法により実行する。

　　※ 目標・実績値は、事務事業にかかる職員人件費を含めたフルコストとする。

①
　行革財政課・各課

　実施中の事務事業の必要性について、外部（市民）目線による見直しを行う。

　○ 「行政の責任領域の事務事業なのか」「住民ニーズ充足に

　　不可欠なものなのか」市民目線による検討会議の実施

　　（例示：事業仕分けなど）

（検討会議の実施） （結果の反映）
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第２項  社会保障関連経費（扶助費・繰出金）の抑制対策             

  高齢者人口の増加に伴い、社会保障経費は年々増加しており、今後もこの傾向は

続くものと予測されます。【 図－Ⅴ 】【 表－Ｂ 】  

社会保障関連経費は、その大部分が生活保護法や障害者自立支援法、介護保険制

度など、法令等に基づき支出する義務的経費であり、支出額が多いことは、社会保

障に関するサービスが充実していることに繋がり、市民の方々が安定的な生活を送

るうえでも必要とされているものです。  

  一方、支出額を近隣自治体などと比較すると、館山市の支出額は非常に多い部類

となっており、財政運営に与える影響が非常に大きくなっています。【 表－Ｃ ～Ｅ】  

  よって、今後も増加する社会保障関連経費の伸び率を、少しでも抑制させる対策

を行うことが、今後の財政運営を左右する最重要課題であり、庁内組織体制の確立

（職員配置）を行い、増加理由及び近隣自治体との支出分析、先進自治体の対策事

例を調査・研究したうえで、抑制施策の実行に繋げていきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実績値／過去５年】Ｈ 23 決／ 52.6 億円  Ｈ 28 決／ 61.7 億円  （＋ 9.1 億円／１７％増）  

【予測値／今後５年】Ｈ 28 決／ 61.7 億円  Ｈ 34 決／ 67.6 億円  （＋ 5.9 億円／１０％増）  

【目標値／今後５年】Ｈ 28 決／ 61.7 億円  Ｈ 34 決／ 66.6 億円  （＋ 4.9 億円／  ８％増）  

 ※  平成２８年度⇔平成３４年度の決算比  伸率１０％  ⇒  ８％  <２％抑制 > 

単位（千円）　

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ 合　計

⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒

担当部署 42,500 85,000 127,500

種　　別 0

備　　考

№ 　項目名　／　実施手法
スケジュール

②

　○ 対策に関する組織体制の確立 ～ 増加傾向の分析

　　　　　　　　　　　　　　 ～ 他自治体の事例調査・研究

　○ 検討結果を踏まえた対策の実行

　健康福祉部・行革財政課・総務課 目標値

　新規 実績値

　取組の実行に向け、健康福祉部内に専門職員の配置を行うなど組織体制を確立したうえで、各種施策の検討～実施

に繋げる。

　【 財政推計（社会保障関連経費） 】

　　［予測］　Ｈ28決：61.7億（扶37.7億＋繰24.0億）

　　　　　　　Ｈ34　：67.6億（扶40.9億＋繰26.7億）　＋5.9億円／年（約10％増）

　　［目標］　Ｈ28決：61.7億（扶37.7億＋繰24.0億）

　　　　　　　Ｈ34　：66.6億（扶40.7億＋繰25.9億）　＋4.9億円／年（約 8％増）【２％抑制】

　　　　　　　　　　　　　※ 目標・実績値は、削減額の所要一般財源（扶助費25％・繰出金100％）とする。

　毎年増加する社会保障関連経費の伸率を抑制する対策を行う。
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　【 図－Ⅴ 】　社会保障関連経費（扶助費・繰出金）の推移

（注） 経年比較のため、臨時給付金などの臨時的な支出を除いたものです。
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67.1

68.5 67.6

単位（億円）

　　　【 表－Ｂ 】　主な増加要因　（決算ベース） 

単位（百万円）　

Ｈ２４ Ｈ２８ 増減額 増減率（％）

 生活保護費 1,092 1,274 182 16.7

 障害者自立支援給付事業 659 867 208 31.6

 介護保険 701 878 177 25.2

 後期高齢者医療 694 798 104 15.0

事　　項

扶

助

費

繰

出

金
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　【 表－Ｃ 】　社会保障関連経費における近隣団体比較

決算額

（Ｈ28）
人口当り

決算額

（Ｈ28）
人口当り

館 山 市 47,976 37.7億円 78.6千円 21.6億円 45.0千円

南 房 総 市 39,733 22.5億円 56.6千円 19.9億円 50.1千円

鴨 川 市 33,984 22.3億円 65.6千円 15.7億円 46.2千円

（引用）決算状況調査表　

住基人口

（Ｈ29.1/1）

扶　助　費 繰　出　金

　　　【 表－Ｄ 】　

　　　　生活保護措置状況（人口当り／県内３７市　Ｈ28.11月時点）

順 市　名 人　口 保護者数 保護率

（ﾊﾟｰﾐﾙ）

1 千葉市 973,762 20,602 21.2

2 松戸市 486,327 9,717 20.0

3 市原市 273,852 4,656 17.0

4 市川市 486,266 7,524 15.5

5 館山市 47,036 711 15.1

6 八街市 70,009 1,004 14.3

7 船橋市 627,372 8,945 14.3

･

･

･

28 南房総市 38,368 325 8.5

29 鴨川市 33,471 273 8.2

･

･

･

平均値 163,100 2,228 10.5

　　　【 表－Ｅ 】

　　　　介護認定率（人口当り／県内３７市　Ｈ28.11月時点）

順 市　名 人　口

（65歳以上）

認定者数 認定率

（％）

1 館山市 17,763 3,366 18.9%

2 鴨川市 12,445 2,314 18.6%

3 南房総市 16,962 3,011 17.8%

4 勝浦市 7,443 1,280 17.2%

5 富津市 16,020 2,720 17.0%

6 銚子市 22,086 3,734 16.9%

7 いすみ市 15,017 2,521 16.8%

8 船橋市 146,997 23,574 16.0%

9 流山市 43,148 6,919 16.0%

10 千葉市 239,781 37,965 15.8%

平均値 41,684 6,284 14.9%
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第３項  組織体制（人件費）の見直し                      

  市では、これまでも人件費の削減のため、ごみ収集業務の民間委託化などによる

アウトソーシングの推進や、従来正職員が従事してきた業務の一部を非常勤職員に

よる対応に切替えることなどにより、正職員を年々減少させてきました。【 図－Ⅵ 】  

合わせて、特別職や一般職員給与の独自削減や、各種手当の見直しなどにより、

人件費総額も減少させてきました。【 図－Ⅶ 】  

  しかし、近年、人口減少・高齢化社会の更なる進行に伴い、移住定住施策の推進

や子育て支援施策の充実、地域包括ケアシステム業務や社会保障関連経費の増加に

伴う各種給付業務の増、更には、マイナンバー制度の導入など国の制度改正に伴う

業務や県からの権限移譲事務の増加、有害鳥獣対策など新たな課題への対応などに

より、市が抱える業務量は増加し続けています。  

  このように行政業務を取り巻く様々な状況があるものの、将来の財政運営を見据

えると義務的経費である人件費を増加させることは困難であり、むしろ現状よりも

抑制しなければならない状況にあります。  

  よって、本計画に掲げた『事務事業の見直し』・『公共施設の見直し』・『民間委託

の推進』など業務量を削減するための各種施策の実行や、ＩＣＴ技術を活用した業

務改革により行政運営の効率化を図り、人件費を削減することを目標とします。  

  また、将来的な人口規模を見据えた中で、類似自治体の組織体制などとの比較検

討・分析を行い、簡素で効率的な組織体制を目指します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位（千円）　

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ 合　計

⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒

担当部署 20,000 20,000 40,000 80,000

種　　別 0

備　　考

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

担当部署 0

種　　別 0

備　　考

　目標値は、特別職・一般職の人件費及び非常勤職員賃金の合計削減額とする。

№ 　項目名　／　実施手法
スケジュール

③

　○ 類似自治体などの組織体制・運営状況の比較検討及び

　　 分析を行う。

　○ 事務の簡素化・整理合理化、民間委託の推進等による

　　 組織体制の見直しの実行

　総務課・行革財政課 目標値

　将来的な人口規模を見据え、簡素で効率的な組織体制を目指す。

④

　ＩＣＴ技術を活用した業務改革による行政運営の効率化を図り、人件費の削減に繋げる。

　新規 実績値

　目標値は、上記№④の削減額に含める。

　○ 市民の各種証明書類の申請や予約手続きなどの環境整備、

　　 タブレット型端末機材の導入による事務効率化やペーパー

　　 レス化など、他自治体の事例を研究し行政運営の効率化を

　　 図る。

　情報課・各課 目標値

　新規 実績値
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【 図－Ⅵ 】　職員数（正規・非常勤）の推移
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　　【 図－Ⅶ 】　正規職員及び非常勤職員賃金の決算額推移
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第４項  一部事務組合負担金（補助費）の見直し                 

  安房郡市広域市町村圏事務組合や三芳水道企業団等の一部事務組合に対し、構成

団体として、将来の人口規模を見据えた施設の統廃合や 、同規模団体との組織体

制・運営形態の比較検討など客観的指標を元に、「外部視点からの事務事業の見直

し」を要請し、簡素で効率的な組織体制により負担金の削減に努めます。  

  ○  安房郡市広域市町村圏事務組合  

同組合にて平成２９年に策定した「公共施設等総合管理計画」に掲げた基本

方針『２０年後の人口規模を踏まえ、全国的な面積当たり・人口当たりの消

防施設数・消防職員数などの客観的数値を基準に検討を行う』の推進  

  ○  三芳水道企業団  

    県内水道事業の統合・広域化に向けた取組の推進  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位（千円）　

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ 合　計

⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒

担当部署 10,000 10,000 20,000 40,000

種　　別 0

備　　考

　加入する一部事務組合に対し、将来の人口規模を見据えた各施設の統廃合や組織体制の見直しを要請し、負担金の軽減に努める。

　○ 類似自治体などの組織体制・運営状況の比較検討及び

　　 分析を行う。

　○ 事務の簡素化・効率化、整理合理化、民間委託の推進等

　　 による組織体制の見直しの実行

№ 　項目名　／　実施手法
スケジュール

⑤

　行革財政課・企画課・各課 目標値

　継続 実績値

　目標値は、取組の実行に伴う市負担金の減少額

【 図－Ⅷ 】　安房郡市広域市町村圏事務組合・三芳水道企業団への支出額

8.2 7.8 8.1 7.4 
8.1 8.3 8.3 

2.5 2.4 2.5 2.5 2.4 2.4 2.2 

0

2

4

6

8

10

12

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９

安房広域（総務費） 安房広域（粗大ごみ処理施設費）

安房広域（保健衛生費） 安房広域（火葬場運営費）

安房広域（消防費） 三芳水道企業団補助金

9.1
9.3 9.5 9.3

10.4 10.3
10.5

単位（億円）

※ 安房広域のごみ処理広域化事業、火葬場建設費（Ｈ23～24）除く
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第５項  補助金の見直し                            

  全ての補助金について、外部視点（※館山市行財政改革委員会）による、事業効

果（公益・公平性、必要性、緊急性、波及効果など）の検証作業を行い、補助金の

継続・改善・廃止などを検討します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位（千円）　

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ 合　計

⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒

担当部署 5,000 5,000 10,000

種　　別 0

備　　考

　全ての補助金について、市民（外部）視点による事業効果の検証作業を行い、継続・改善・廃止などの検討を行う。

№ 　項目名　／　実施手法
スケジュール

⑥

　○ 他自治体の事例調査・研究

　○ 検討結果を踏まえた対策の実行

　行革財政課・各課 目標値

　継続 実績値

　目標値は、取組の実行に伴う補助金の削減額

35



 第３節  公共施設の見直し                           

 公共施設の今後の整備・管理に関する基本方針は、施設の老朽化状況や今後の財政

予測、将来人口の見通しなどを踏まえ、平成４８年度までの２０年間において延床面

積２０％以上の削減を目標とした『館山市公共施設等総合管理計画』を平成２９年６

月に策定したところです。  

 今後は、同管理計画に基づき、実施計画にあたる「個別施設計画」について施設利

用者や地域の皆様の意見を伺いながら、平成３２年度（国からの策定要請期限）まで

に策定する予定です。  

『第三次館山市行財政改革方針』では、「個別施設計画」の策定に向けた工程表（施

設分類毎）を定めることとし、その後、策定した「個別施設計画」により、各公共施

設の統廃合や複合化、民間活力の導入などを推進していきます。  

施設分類毎の工程表は、次頁以降のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「個別施設計画（実施計画）」の策定（Ｈ２９～３２まで）  

  ○  施設利用者・地域との意見交換を行いながら策定  

  ○  第三次館山市行財政改革方針に工程表を明記  

『公共施設等総合管理計画（Ｈ２９～４８）』  

             目標値：延床面積２０％以上の削減  

実行・実践（個別施設計画策定後～Ｈ４８）  
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第 三 中学 校   （Ｓ ５ ６完成 ）  

施設分類

総合管理計画

（基本方針）

備　考

（基礎データ）

【 工程表 】 ※ 実施欄の○印は、主担当となる組織　

9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3

 ２０年後の学校

数（小・中）検討

○

新

組

織

・

教

育

総

務

課

実
施

学校教育系施設（小・中学校）

○ 小学校は、『館山市学校再編基本指針』における、「１学校あたりの児童数が９０人を下回る
ことが想定される場合は、地域の皆さまとともに学校再編の協議・検討を行う」を踏まえながら、
学校の統廃合を図ります。

○ 中学校は、２０年後の生徒数を考慮した適正な学校数を検討し、喫緊の課題である「第三中学
校」の整備計画と合わせ、学校の統廃合を図ります。

【小学校（児童数 ／ 現状－20年後）】
　船形（122－ 69）　那古（261－174）　北条（768－455）　館山（415－362）
　西岬（ 65－ 42）  房南（138－ 65）　豊房（ 80－ 30）  神余（ 20－ 11）
  館野（153－126）　九重（ 71－ 52）　　< 合計　Ｈ29：2,093人　20年後：1,386人 >

【中学校（生徒数 ／ 現状－20年後）】
　第一中（201－131）　第二中（308－238）　第三中（475－339）　房南中（67－34）
　< 合計　Ｈ29：1,051人　20年後：742人 >
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ Ｈ２９年度は学校基本調査数値

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

庁内組

織体制
の検討

各地区単位での協議・意見交換等

検討委

員会の
立上げ

骨子（案）策定協議

※ 将来の学校数・規模

第三中学校

（基本設計）

第三中学校

（実施設計）
第三中学校

（建替工事）

【学校再編の協議・検討方法について】

２０年後の児童生徒数は、現在と比較し小学校で▲ 707人（ 34％減： 2,093人⇒1,386人）、中学校で

▲ 309人（ 29％減： 1,051人⇒742人）と予測されています。これにより、小規模小学校では切磋琢磨す
る機会の減少、中学校では部活動におけるチーム編成への支障などが予測されるほか、全ての学校を従

前どおり維持管理していくうえでの学校施設全体の老朽化対策の遅れや、ＩＣＴ時代に対応した教育機

材の整備不足など、財政面からも教育環境を取り巻く様々な課題が懸念されます。

このような現状や将来の課題点を踏まえ“子ども”や“地域”にとって最善なあり方を検討するた

め、新たな検討委員会を設置し、保護者や地域の皆さまとの協議を行い、平成３２年度末を目標に『将

来的な学校の適正規模』についての結論を出すこととします。
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九 重 こど も 園 （ Ｓ ５ ５ 完 成 ／ Ｈ ２ ５ 改 修 ）  

施設分類

総合管理計画

（基本方針）

備　考

（基礎データ）

【 工程表 】 ※ 実施欄の○印は、主担当となる組織　

9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3

 ２０年後の施設

数（規模）の検討

※ 子ども子育て

　 会議

 民間事業者の参

入推進

子育て支援施設（幼稚園・保育園・こども園）

実
施

○

こ

ど

も

課

・

新

組

織

○ 今後の人口推計を考慮し、小学校同様に全体的な統廃合を図ります。

○ 幼稚園単体でのニーズは大幅に減少しているため、幼稚園・保育園の“こども園”化を推進し
ます。

○ 子育て世代の多様なニーズに応えながら、財政負担の軽減を図るため、民間事業者の参入を推
進します。

▼ 各施設　定員数－入所園児数（Ｈ29.4/1時点）

【 幼稚園 】　那古（ 90人－20人）　北条（210人－135人）　館山（210人－82人）
　　　　　　　西岬（ 60人－ 5人）　豊房（ 40人－ 14人）　館野（ 90人－29人）
【 保育園 】　純真（100人－88人）　中央（100人－ 72人）　館野（ 60人－69人）
【こども園】　船形（110人－93人）　房南（ 90人－ 73人）　九重（ 80人－74人）

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

骨子（案）策定協議

※ 将来の施設数・規模

現行業務の一部民間委託化

（給食業務委託など）

他団体事例等の現場視察・

参入意向等の情報収集

将来像（施設）と合わせ「民営

化」を目指す施設の検討～結論

正職員の処遇など、課題点

の整理・検討

各地区単位での協議・意見交換等

【施設再編の協議・検討方法について】

前頁に掲げた小中学校の適正規模の検討と合わせて、“子ども”や“地域”にとって最善なあり方を

検討し、平成３２年度末を目標に『将来的な施設の適正規模』についての結論を出すこととします。
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施設分類

総合管理計画

（基本方針）

備　考

（基礎データ）

【 工程表 】 ※ 実施欄の○印は、主担当となる組織　

9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3

 コミュニティセ
ンター

公

民
館

　若潮ホール
　

　地区公民館

○
新

組
織

・
公
民

館

　菜の花ホール
　

　豊津ホール

－

地域コミュニティ施設（コミュニティセンター・学習等供用施設・地区公民館）

実
施

● 現在の施設数は、県内類似団体や近隣市と比較すると非常に多く、また、同一地区内にて機能
面が重複する施設も存在します。よって、学校施設・子育て支援施設・文化施設等との複合化や運
営主体の移譲等の検討を行い、施設数の削減を目指します。

○ コミュニティセンターは、今後も市民の文化活動・健康増進の拠点施設となることから、施設
の長寿命化対策を含め適切に維持管理を行います。なお、維持管理経費の更なる削減を図るため、
管理・運営における民間委託化の検討を行うとともに、適切な利用料金の徴収を行います。

○ 地区公民館は、他施設との機能複合化や地元自治会等による自主運営（所有権～管理運営権の
移管）の是非について、地域の皆さまと共に検討を行います。

○「菜の花ホール」は、立地場所・耐用年数・利用者数などを考慮し、図書館を含め周辺施設との
一体的・効率的な運営を検討します。

○「豊津ホール」は、隣接する「赤山地下壕跡」と合わせた戦争遺跡関連の展示など、文化・観光
に特化した施設への転換について検討します。

○「若潮ホール」は、施設の老朽化や立地状況などから、他の公共施設や民間施設などによる代替
機能の調査などを行いつつ、大規模改修が必要となった時点で廃止を検討します。

▼ 各施設　利用者数（Ｈ２７年度時点　年間－１日平均／人数）

【 複　　合 】　コミュニティセンター（149,861－453）
【 学習施設 】　若潮（11,701－35）　菜の花（35,017－106）　豊津（18,262－55）
【地区公民館】　船形（ 2,670－ 8）　那古　（ 9,501－ 29）　館山（15,863－48）
　　　　　　　　西岬（ 3,976－12）　西岬分館（1,357－ 4）  神戸（ 8,329－25）
　　　　　　　　富崎（ 2,573－ 8）　豊房　（ 6,313－ 19）　館野（11,173－34）
　　　　　　　　九重（ 7,979－24）

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

長寿命化

計画策定

施設改修

（長寿命化計画に基づき実施／外壁・屋根・各種設備関連）

施設管理の民間委託化の検討 施設管理について可能な部分から民間委託化

庁内組織

体制の検討

（若）代替機能の

施設調査
（若）利用者・関係者との協議 ～ 結論

（公）利用者・関係者との協議 ～ 結論

※ 公民館運営審議会・地元区など

（公）他自治体事例

の情報収集

（現場視察等）

コミュニティセンターの長寿命化、若

潮ホール（県有施設）、老朽化の著し
い地区公民館の個別計画策定を優先

し、進捗状況に応じて「菜の花・豊

津」の検討に入ることとする。
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施設分類

総合管理計画

（基本方針）

備　考

（基礎データ）

【 工程表 】 ※ 実施欄の○印は、主担当となる組織　

9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3

 指定管理者制度
の導入

高
齢
者
福
祉

　代替機能調査

○
新
組
織
・
高
齢
者

地域コミュニティ施設（老人福祉センター）

● 現在の施設数は、県内類似団体や近隣市と比較すると非常に多く、また、同一地区内にて機能
面が重複する施設も存在します。よって、学校施設・子育て支援施設・文化施設等との複合化や運
営主体の移譲等の検討を行い、施設数の削減を目指す。

○「老人福祉センター（湊地区）」は、施設の老朽化や立地状況などから、他の公共施設や民間施
設などによる代替機能の調査などを行いつつ、大規模改修が必要となった時点で廃止を検討しま
す。

▼ 各施設　利用者数（Ｈ２７年度時点　年間－１日平均／人数）

　湊地区（11,723－40）　出野尾地区（10,837－37）

実
施

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

代替機能の施設調査

利用者・関係者との協議 ～ 結論

※ 指定管理委託の実施状況を踏まえ、施設機

能の転用・廃止等について協議

調査・検討 ～ 予算措置等

指定管理者制度 導入（目標）

施設分類

総合管理計画

（基本方針）

備　考

（基礎データ）

【 工程表 】 ※ 実施欄の○印は、主担当となる組織　

9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3

 収益性を高める
施策検討

 管理運営の民間
委託化

都
市
計
画
課

スポーツ・文化・レクリエーション施設（都市公園施設）

●　スポーツ・文化・レクリエーション系施設は、他自治体では、民間事業者での運営・管理が行
われている事例もあることから、各施設において民間事業者への施設譲渡や管理運営委託などを推
進します。また、施設ごとの今後の基本方針は、以下のとおりとします。

○ 公園施設は、敷地の一部を民間事業者に貸し付けるなど収益性を高める施策の実施や、管理・
運営における民間委託化の検討など、更なる効率的な施設運営を目指します。

▼ 各施設　利用者数（Ｈ２７年度時点　年間－１日平均／人数）

城山公園（250,000－685）　北条中央公園（100,000－274）

実
施

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

駐車場料金徴収の実施

～ 拡充 （バス料金）

集積性を高める施策の導入を優先し、

その結果を踏まえ、施設の指定管理委
託に向けた調査・検討に入る。

自家用車に対する

駐車料金徴収の調査・
検討

必要となる施設改修・機材等の整備

～ 徴収開始
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八 犬 伝博 物 館／ 館山 城 （Ｓ５ ７ 完成 ）  

施設分類

総合管理計画

（基本方針）

備　考

（基礎データ）

【 工程表 】 ※ 実施欄の○印は、主担当となる組織　

9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3

 博物館

 渚の駅

博
物
館
・
み
な
と
課

 図書館
図
書
館

博物館・図書館・
他の社会教育施設
との再編

スポーツ・文化・レクリエーション施設（博物館・図書館）

●　スポーツ・文化・レクリエーション系施設は、他自治体では、民間事業者での運営・管理が行
われている事例もあることから、各施設において民間事業者への施設譲渡や管理運営委託などを推
進します。また、施設ごとの今後の基本方針は、以下のとおりとします。

○　博物館施設は、複数施設を保有している自治体（類似団体比較）が少ないことから、博物館
（３館）と図書館等、他の社会教育施設との再編などの新たな視点により、施設機能の見直しを行
います。また、施設の管理運営については、民間活力の更なる導入を図り、効率的な施設運営を行
います。

▼ 各施設　利用者数（Ｈ２７年度時点　年間－１日平均／人数）

　博物館（本館・館山城 63,565－204）　“渚の駅”たてやま（136,194－389）
　図書館（58,326－202）

実
施

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

受付業務 民間委託実施（２年間）

指定管理者制度 導入（目標）

民間活力の導入を最優先し、進捗状況

に応じて適宜・調査・検討に入る。

調査・検討 ～ 予算措置等

※ 指定管理者制度

業務委託の調査・検討 ～ 予算措置等 一部業務 民間委託化

41



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温 水 プー ル  

施設分類

総合管理計画

（基本方針）

備　考

（基礎データ）

【 工程表 】 ※ 実施欄の○印は、主担当となる組織　

9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3

 市民体育館

 第一柔剣道場

○

新

組

織

　温水・５０ｍ

　プール施設

　（その他）

　スポーツ施設

ス

ポ
ー

ツ

課

スポーツ・文化・レクリエーション施設（社会体育施設）

●　スポーツ・文化・レクリエーション系施設は、他自治体では、民間事業者での運営・管理が行
われている事例もあることから、各施設において民間事業者への施設譲渡や管理運営委託などを推
進します。また、施設ごとの今後の基本方針は、以下のとおりとします。

○ 市民体育館・第一柔剣道場は、中学校の学校再編の動向と合わせて、今後の方針を検討しま
す。

○ プール施設は、複数施設を保有している自治体（類似団体比較）が少ないことから、民間事業
者への施設譲渡や廃止などにより、施設数を削減します。

○ その他のスポーツ施設は、民間事業者への施設譲渡や管理運営委託などの検討を行います。

▼ 各施設　利用者数（Ｈ２７年度時点　年間－１日平均／人数）

市民運動場　（27,454－89）　出野尾多目的広場（10,520－44）　第一柔剣道場（ 5,549－ 15）
市民体育館　（ 9,038－25）　西岬市民体育館　（11,719－33）　温水プール　（16,737－ 84）
５０ｍプール（7,834－174）　弓道場　　　　　（ 4,743－13）

実
施

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

中学校の検討委員会において検討

民間事業者の施設管理実

施状況を踏まえ、将来的
な施設譲渡・廃止等の検

討へ

調査・検討 ～ 予算措置等

※ 指定管理者制度に向けて

指定管理者制度 導入（目標）

プール施設の指定管理導入を優先

し、進捗状況に応じて適宜・調
査・検討に入る。
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施設分類

総合管理計画

（基本方針）

備　考

（基礎データ）

【 工程表 】 ※ 実施欄の○印は、主担当となる組織　

9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3

 市営住宅の必要
性について検討作
業

○
新
組
織
・
建
築
施
設
課

公営住宅（建築施設課）

○『館山市営住宅長寿命化計画』に基づき、順次用途廃止を行うとともに、同計画にて長寿命化対
策として改修整備を行うこととした施設においても、空き家や民間住宅の活用など、新たな視点に
よる市営住宅の必要性について再度検討を行います。

▼ 入居世帯数（Ｈ２７年度時点　戸数－入居世帯数）

【 館山市営住宅長寿命化計画により維持すべきとされた施設 】
　　船形漁民住宅（32戸－31）　那古住宅（32戸－31）　真倉住宅（30戸－30）
　　萱野住宅（57戸－53）※一部用途廃止

【 館山市営住宅長寿命化計画により用途廃止すべきとされた施設】
　　沼住宅（30戸－24）　笠名住宅（84戸－79）

実
施

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

庁内組織

体制検討

検討委員会立上げ

他団体事例等の

現場視察・情報収集

利用者・関係者との協議 ～ 結論

施設分類

総合管理計画

（基本方針）

備　考
（基礎データ）

【 工程表 】 ※ 実施欄の○印は、主担当となる組織　

9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3

 長寿命化対策

 施設管理の民間
委託化

環
境
セ
ン
タ
ー

環境系施設（清掃センター・衛生センター）

○　各施設の適切な維持管理のため、施設の長寿命化対策を行います。なお、大規模改修を行う際
には、建替えとの費用比較の検討を行い、長期的観点により判断します。

　また、各施設の管理・運営について更なる効率化を図るため、民間委託化の検討を行います。

○ 清掃センター　昭和５９年整備
○ 衛生センター　昭和５７年整備

実
施

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

他自治体事例等の情報収集

（現場視察等）～ 調査・検討

【清掃センター】

地域計画への位置付
け～交付金要望

【清掃センター】

長寿命化計画（大規
模改修）策定

【清掃センター】

設計業務委託
(Ｈ33～工事着手)

他自治体の事例等を踏まえ、一部業務の民間委

託化を判断 ※ 委託化可能な業務がある場合
は、Ｈ3 2導入を目指す
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施設分類

総合管理計画

（基本方針）

備　考
（基礎データ）

【 工程表 】 ※ 実施欄の○印は、主担当となる組織　

9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3

 市庁舎

（将来の施設整備
に向けて）

 地域メディアセ
ンター

企
画
課
・
管
財
契
約
課

行政系施設（市庁舎・館山市地域メディアセンター）

○ 市役所庁舎は、２０年後に建替えを行う必要があります。将来の建替えに向け、行政機能の効
率化や災害発生時の業務継続性の充実を図るため、「国（税務署等）」・「千葉県（土木事務所
等）」・「館山市」の垣根を超えた集約施設の整備について関係機関との検討を行い、市民の皆さ
まの利便性向上や財政負担の軽減を目指します。

○ 館山市地域メディアセンターは、老朽化が著しいことから廃止とし、跡地については売却を含
めた利活用方策の検討を行います。

○ 市庁舎　昭和３５年整備
○ 館山市地域メディアセンター（教育センター）　昭和４７年整備

実
施

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

国・県機関との協議・検討 （国・県・市の公共施設整備方針の状況共有など）

代替機能の施設調査～

安房広域協議・調整
旧施設の利活用方策の検討（売却含む）

施設分類

総合管理計画

（基本方針）

備　考
（基礎データ）

【 工程表 】 ※ 実施欄の○印は、主担当となる組織　

9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3

 消防団組織
　　　　の再編

○
新
組
織
・
社
会
安
全
課

行政系施設（消防団施設）

○　消防団施設は、今後の財政状況から「施設整備」と「機材整備」の両方を充実させることが難
しい状況です。よって、「安房郡市広域市町村圏事務組合」での常備消防を含めた地域全体の消防
力や２０年後の地域人口を考慮し、消防団組織の再編について検討を行い、「施設数の削減」及び
「機材の効率的な配備」を目指します。

　なお、公共施設の再編により余裕施設が出た場合（学校施設・地域コミュニティ施設等）は、消
防団詰所や避難所など防災関連施設への利活用方策等の検討を行います。

○ 消防団　９分団２４個部

実
施

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

庁内組織

体制検討

他団体事例等の情報収集

（組織規模・人員体制等）

骨子（案）策定協議～関係者・団体協議

⇒ 結論

※ 将来の消防団施設数

検討委員会の立上げ
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 第４節  民間委託の推進                            

現在、少子高齢化社会の急激な進行に対する各種施策の推進や大規模災害に備える

防災対策の充実、マイナンバー制度の導入など国・県の制度改正に伴う事務事業の増

加などにより、市職員の抱える業務は年々増加していますが、厳しい財政状況のなか、

人件費の削減を目指す必要があります。  ～歳出削減の取組み事項（参照）～  

 一方、国においては、地方自治体の歳出効率化を推進させるため、地方交付税の算

定において、各種行政業務（窓口業務等）や公共施設の管理業務などは、民間委託を

基準とした算定（ ※ １ ）に徐々に移行させるとともに、「同一賃金・同一労働」「働き方

改革」の方針に伴い、非正規雇用職員の処遇改善を図る地方公務員法の改正 （ ※ ２ ）を

行ったところです。  

このように、地方自治体を取り巻く環境の変化はもとより、先進自治体ではＰＰＰ

手法（ ※ ３ ）など民間活力の積極的な導入により、地域の特性を活かし、創造性を高め、

魅力あるまちづくりを進めている事例もあるところです。  

市でも、平成２９年度から博物館・学習等供用施設の一部業務について新たに民間

委託を実施し、従来の行政業務に新たな変革を加えていますが、今後はこれを更に加

速させることで、民間活力を活かした更なる住民サービスの向上と行政業務の効率化

を図り、簡素で効率的な組織体制を目指します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１  地方交付税改革（トップランナー方式／Ｈ２８～）  

算定 基準  （基準財 政需要額） に おいて、民 間での受注可 能業務は、 民 間委託費用を ベースとし て

積算することで、従来型の公務員給与をベースとした積算より、基準財政需要額を下げる取組で、

結果的に地方公共団体の歳入減少（＝地方交付税の減少）に繋がるもの  

※２  地方公務員法の改正（施行Ｈ３２～）  

正規職員と非正規職員の処遇改善を図るため、非正規職員に対する賞与・退職金の支給を目指す法

改正であり、非常勤職員を多数雇用している地方公共団体は、歳出増加に繋がるもの  

※３  ＰＰＰ（官民パートナーシップ／ public-private partnership）  

官民が連携して公共サービスの提供を行う手法。具体例として、包括的民間委託・指定管理者制度・

ＰＦＩ・市場化テスト方式など、その方法は多岐に渡るが、理念として民間活力を行政サービスに

反映させ住民福祉の向上を図るもの。  
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第１項  指定管理者制度の導入を目指すもの                   

  指定管理者制度とは、公共施設の運営・管理について民間事業者が有するノウハ

ウを活用することにより、住民サービスの質の向上や行政事務の効率化を図る制度

です。  

特に利用料を徴収する公共施設において「自主的な運営権」を付与するとともに、

適切な経費（委託費）を支払ったうえで、利用料を指定管理者の収入とすることに

より、民間ならではの経営（施設運営）戦略が期待される制度です。  

市側にとっては、業務の効率化（人的資源の削減）に加え、優れた指定管理者の

選定によっては、指定管理者の利益の一部により施設サービス改善のため新たな投

資を行うことも可能となります。  

  よって、公共施設のなかで、指定管理制度の趣旨に近い下記施設については、計

画期間中における導入を目指すこととします。  

 

【  導入を目指す施設  】  

施設名  目標年度  備   考  

“渚の駅”たてやま  
Ｈ３１  Ｈ 29～窓口業務委託済み  

館山夕日桟橋  

博物館（本館）・館山城  Ｈ３１  Ｈ 29～窓口業務委託済み  

プール施設  Ｈ３１  共有設備（ボイラー）あり  

セットでの指定管理を目標とする  老人福祉センター  Ｈ３１  

運動場（那古・出野尾）  －  プール施設の指定管理導入以降に検討  

都市公園（城山公園）  －  試行中の駐車料金徴収業務の動向による  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ 渚 の駅 ” たて やま  
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第２項  包括的民間委託の導入を目指すもの                   

  包括的民間委託とは、複数の業務や施設をまとめて民間委託することで、民間事

業者の創意工夫やノウハウを有効活用し、住民サービスの向上を図るとともに、行

政側の各種事務作業の効率化を目指すものです。  

具体的には、同一目的の複数の業務委託（例／清掃・警備業務など）を一本化す

る手法（ ※ ４ ）や、定型的・機械的業務を集約化して民間事業者へ委託する手法（ ※ ５ ）

など、いずれも業務の効率化による職員労力の削減（＝正職員の削減）に繋がる取

組と考えられます。  

また、究極的には、現行の行政業務のなかでも、公務員でなければ出来ない業務

以外のものは民間委託が出来るものと考えられています（ ※ ６ ／ 総 務 省 ： 地 方 公 共 団 体 に お

け る 民 間 委 託 の 推 進 等 に 関 す る 研 究 会 ）が、一朝一夕で全てが実施可能となるものではない

ため、本計画期間においては、定例的・機械的業務の包括的民間委託について検討

し、実行していくものとします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【  導入を目指す業務（下記業務を同一事業者へ一本化して委託）  】  

業務内容  備   考  

各種窓口対応業務  
各種申請受付、証明書発行業務など  

（市民課・社会福祉課・こども課・建築施設課・環境課など） 

事務補助業務  学校業務（用務員・事務員）、電話交換業務など  

各種施設・機材等の管理業務  施設管理（庁舎・学校等の営繕業務、）公用車管理など  

  ※  目標時期は、平成３１年４月からとするが、市民課窓口のように時期により来庁者が

増減する業務は、平成３１年１０月開始とするなどスムーズな移行に十分配慮  

※４  一つの業務委託の完結までに「予算組み⇒入札・契約⇒執行・監督業務⇒支払業務」の事務作

業を行うが、一本化することで業務の効率化を図るもの。  

※５  非常勤職員の労務管理として「募集⇒面接⇒契約⇒教育・監督業務⇒賃金計算・支払業務」な

どのほか、福利厚生業務（社会保険事務・健康診断など）も必要となる。  

※６  「地方公共団体における民間委託の推進等に関する研究会（報告書）」において、 民間に委託す

ることが適さない行政業務  

○  法令上行政職員が直接実施することとされているもの  

○  「裁量的・判断的」要素を相当程度含む業務⇔「定型的・機械的」業務は民間委託に適する  

○  公の意思の形成に深く関わる業務  

 （公務員には、全体の奉仕者として憲法上位置付けられ、守秘義務や政治的行為の制限、営利企

業等の従事制限など様々な身分上の制約が課されているため）  

○  住民の権利業務に深く関わる業務  

○  利害対立が激しく、公平な審査・判断が必要とされる業務  
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第３項  単一業務にて民間委託の導入を目指すもの                

  専門性・特殊性を有する業務や、専門的な民間事業者が存在する業務については、

包括的民間委託よりも、それぞれの業務に特化した委託先を選定した方が、住民サ

ービスの向上に繋がるものと考えます。  

よって、他の自治体で行われている様々な業務委託の内容等を参考に、現在市が

自ら実施している事務事業について、民間委託化の検討から実施に繋げ、住民サー

ビスの更なる向上と、職員労力の削減による人件費の縮減を目指します。  

 

【  参考例  】  

 ●  レセプト点検業務（Ｈ３０導入予定）  

  ※  他の自治体でも多く業務委託されている事務であり、特化した専門業者が存

在する業務。専門業者の視点により、今以上の医療費の適正な給付を目指す。 

 ●  図書館業務  

  ※  他の自治体でも様々な手法により業務委託が行われている。民間活力の導入

により、従来にない視点を組み入れ、利用者のサービス向上を図れる可能性も

考えられる。  

 ●  情報セキュリティ対策  

  ※  情報化社会において日進月歩な分野。個人情報を保護するため、現在も様々

な対策を行っているが、その方法の選考・判断は市職員に求められており、定

期的な職員異動などを考慮すると、セキュリティ対策全般を専門機関に委託す

ることも考えられる。  
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○  館山市附属機関設置条例（抜粋）  

                 昭和４２年３月２３日 条例第１３号 

                 平成２７年１２月１８日 条例第３７号（改正時点） 

                           

（目的） 

第１条 この条例は，法令に特別の定めあるものを除き，市長の権限に属する事務を処理するための

組織について必要な事項を定めることを目的とする。 

（附属機関の定義） 

第２条 附属機関とは地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）第 138 条の４第３

項の規定により設置され市長の諮問に応じて審査又は調査をするための機関をいう。 

（設置） 

第３条 本市に別表に掲げる附属機関を置き，当該附属機関において担任する事務，組織，委員の構

成，定数及び任期は，同表右欄に掲げるとおりとする。 

（会長及び副会長） 

第４条 会長又は委員長（以下「会長」という。）及び副会長又は副委員長（以下「副会長」という。）

は，委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は，当該附属機関の事務を総理し，当該附属機関を代表する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは，その職務を代理する。 

４ 副会長が置かれていない附属機関にあっては，会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは，

会長があらかじめ指定する者が会長の職務を代理する。 

（委員の任命等） 

第５条 委員は市長が任命又は委嘱する。 

２ 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第６条 附属機関の会議は，市長の諮問に応じて会長が招集し，会長が会議の議長となる。 

２ 会議は，委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

（会議の運営等） 

第７条 この条例で定めるもののほか，附属機関の議事及び運営に関し必要な事項は会長が定める。 

（特例） 

第８条 この条例の規定にかかわらず法第 138 条の４第３項の規定に基づき設置された館山市特別職

報酬等審議会，館山市農業協力員並びに館山市情報公開・個人情報保護審査会及び館山市情報公開・

個人情報保護審議会の設置，組織及び運営については，それぞれ館山市特別職報酬等審議会条例（昭

和 39年条例第 49号），館山市農業協力員設置条例（昭和 31年条例第 27号），館山市情報公開条例（平

成 16年条例第１号）及び館山市個人情報保護条例（平成 16年条例第８号）に定めるところによる。 

（市長への委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか必要な事項は，市長が定める。 

～以下略～ 
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別表（第３条）～抜粋～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○館山市行財政改革委員名簿  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附属機関名 担任する事務 組織 委員の構成 定数 任期

館山市行財政改革員会

行財政改革実施計画に関
する事項を調査審議し，
これらに関し必要と認め
られる事項を市長に答申
し，又は建議すること。

委員長
 

 

委員
  

知識経験者

住民代表

５人 ２年

役　職 氏　名 備考

委員長 山本 佳幸 知識経験者

委員長職務代理者 室 厚美 知識経験者

西村 健 知識経験者

川名 敏弘 公募委員

小瀧 珠子 公募委員
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平成３０年４月１０日  

 

館山市長  金丸  謙一  様   

館山市行財政改革委員会  

     委 員 長  山 本  佳 幸  

 

館山市の行財政改革の推進について（答申）   

 

平成２９年６月９日付け館行第１３号をもって諮問のあった『第３次館山

市行財政改革方針』の策定について，次のとおり答申いたします。   

 

答  申  

 

本委員会では，『第２次館山市行財政改革方針』の効果を検証するととも

に，館山市の行財政運営の現状や，将来的な財政推計・課題を分析し，慎重

な審議を重ねて参りました。  

その結果，館山市は少子高齢化・人口減少が進行し，市税収入が減少する

一方，社会保障関連経費は増加の一途を辿り，加えて喫緊の課題である大規

模事業を控えており，危機的な財政状況であるという結論に達しました。  

今後も持続可能な財政運営を行うため，下記事項に留意しつつ着実かつ速

やかな行財政改革を実行し目標を達成することを要望します。  

                

記  

 

１．『第３次館山市行財政改革方針』に掲げた具体的な取組みについて，危

機感を持ち確実に実行すること。  

２．引き続き市民に対し，財政状況を丁寧に説明し，理解を得ながら行財政

改革の推進に取り組み目標を達成すること。  
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○  策定経過概要  

月  日  会議名  会議内容等  

平成 29年 5月 25日  第１回【諮問】  

行財政改革委員会  

・計画策定趣旨、スケジュール等  

平成 29年 7月 28日  第２回  

行財政改革委員会  

【計画策定に向けた協議】  

・『第二次館山市行財政改革方針』の取組み

状況等の検証  

・民間委託の推進方策について  

平成 29年 10月 3日  第３回  

行財政改革委員会  

【計画策定に向けた協議】  

・財政推計（平成 28年度決算ベース）  

・基本方針、目標の設定について  

平成 29年 12月 14日  第４回  

行財政改革委員会  

【計画策定に向けた協議】  

・市政懇談会の実施結果について  

・基本方針、目標の設定について  

・具体的な取組み内容について  

平成 30年 2月 8日  

～ 3月 9日  

パブリック  

コメント募集  

 

平成 30年 3月 29日  第５回  

行財政改革委員会  

【計画策定に向けた協議】  

・パブリックコメントを踏まえ た計画内容の

修正について  

平成 30年 4月 10日  【答申】   
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